
この４⽉から労基法が改正され、有給休暇が年10⽇以上付与される労働者に対し年５⽇の確実な取得が義務
化されました。パートタイマーも⼀定要件を満たすと、有給休暇を取得することができます。

パートタイマーの有給休暇は、所定労働時間や所定労働⽇数によって、フルタイムの労働者よりも少ない⽇
数が付与されることになっています。また、正社員と同じように⼀定期間の継続勤務（⼊社から6ヶ⽉、その後
1年ごとの期間）、各期間の全労働⽇の8割以上の出勤が有給休暇付与の要件であることに違いはありません。
1⽇の労働時間が固定されている場合は、有給休暇の⽇数や与える時間について、特に悩むことはないと思いま
すが、⽉の所定労働時間が変動する場合は、どのように考えればいいのでしょうか。

①付与⽇数

週30時間以上働く場合または週30時間未満でも週5⽇以上働く場合は、フルの⽇数が付与されます。⽇に
よって勤務時間が異なるパートタイマーの有給休暇はどのように付与すればいいのでしょうか。この場合、原
則「基準⽇」直前の出勤⽇数を数え、これに基づいて付与していくことになります。
「基準⽇」とは、労働者の雇い⼊れの⽇から6ヶ⽉経った⽇に、それまで8割以上出勤している労働者に年次有
給休暇を与えることになりますが、この年次有給休暇を与える⽇を「基準⽇」といいます。
⼊社してから6ヶ⽉間で、⽋勤無く勤務した実績が「72⽇」の例で考えてみましょう。
72⽇を2倍した「144⽇」を1年間の所定労働⽇数とみなし、これを表に当てはめると、「5⽇」が付与される
ことになります。さらにその後1年間の勤務実績が「115⽇」だったとすると、表の雇⼊れ⽇から1年6ヶ⽉に当
てはめて、「4⽇」を付与することになります。

②賃⾦
勤務時間が変動する場合は、いくらの賃⾦を⽀給すればいいでしょうか。この場合、3つのケースがあります

が、どれを使うかは、就業規則に定めた⽅がいいでしょう。

（1）実際に⽀払われるべき賃⾦
実際に⽀払われるべき賃⾦とは、「有給休暇を取得する⽇の勤務時間 × 時給」で計算する⽅法です。1⽇の

労働時間が決まっている場合に使われることが多い計算⽅法です。この場合、⽇によって賃⾦に差が出たり、
所定労働時間の⻑い⽇に有給休暇を取得する傾向が出てくる可能性があります。
（2）平均賃⾦

平均賃⾦の計算⽅法は下記の2パターンの計算をして⾦額の⾼い⽅を選択します。
A.過去3ヶ⽉⽉間の賃⾦の合計÷過去3ヶ⽉間の暦⽇数
B.過去3ヶ⽉間の賃⾦の合計÷過去3ヶ⽉間の労働⽇数×0.6
平均賃⾦で算出すると、⽇によって賃⾦の差がなく⼀定ですが、賃⾦の締切⽇の都度、平均賃⾦額の算定が必
要となったり、所定労働時間の短い⽇に有給休暇を取得する傾向が出てくる傾向があります。

（3）健康保険の標準報酬⽇額
健康保険の被保険者であることが条件としてあるので、労働時間や労働⽇数の少ないパートタイマーには適

⽤できないことから、あまり選択する会社はありません。
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＜カネカの公式発表内容 抜粋＞
当社元社員ご家族によるSNSへの書き込みについて

1. ６⽉２⽇に弁護⼠を含めた調査委員会を⽴ち上げ
て調査して参りました。６⽉３⽇には社員に向けて、
社⻑からのメッセージを発信致しました。更に、６⽉
５⽇に、社内監査役及び社外監査役が調査委員会から
の報告を受け、事実関係の再調査を⾏い、当社の対応
に問題は無いことを確認致しました。
2. 元社員のご家族は、転勤の内⽰が育児休業休職
（以下、育休とします）取得に対する⾒せしめである、
とされていますが、転勤の内⽰は、育休に対する⾒せ
しめではありません。また、元社員から５⽉７⽇に、
退職⽇を５⽉３１⽇とする退職願が提出され、そのと
おり退職されております。当社が退職を強制したり、
退職⽇を指定したという事実は⼀切ございません。

■カネカの対応で問題と思われる点
○モラル的な観点ではなく、裁判になったときに違法
性があるかどうかで対応している
○元社員とのトラブルと捉え、世論がどう受け⽌める
かをまるで考えていなかった
○育休明け翌⽇というタイミングで転勤辞令を出した
⼈事部と上司
○育休社員が働きやすい環境づくりができていなかっ
た
○育休取得についての会社の⽅針をマネージャー層に
浸透させていなかった

ではなぜ、ありえないタイミングで転勤辞令をだし
たのでしょうか。普通に考えれば、⼦育てが⼤変な時
に、状況を過酷にする転勤辞令を出せば、社員が悲惨
な⽬に合うのは誰の⽬にもわかるはずです。

私個⼈の意⾒としては、男性社員が育休を取得する
ことに上司などマネージャー層が納得していなかった
のではないでしょうか。「こんなに忙しいのに、1回
ならまだしも2回も育休を取るやつなんて、使い物に
ならない」といった感情があったのではないでしょう
か。これはきっと報復⼈事なのでしょう。ただ上層部
は⼀社員の⼈事までは把握していなかったでしょうか
ら、法的な問題はないといった対応に終始したのでは
ないでしょうか。

この問題を通じて、「男性が育児休業を取得するこ
とで家族が本当に幸せになるのか」ということを改め
て考えさせられました。（野⼝）

6⽉20⽇に東京五輪のチケット抽選結果が発表されました。1つも当たらな
かったという圧倒的な声。ネットでは落選率95％ではないかと騒がれていま
す。実際、今回の販売数が全体の何％なのか、国内販売数、スポンサー、旅⾏
会社への割り当て数はどれぐらいあるのか全く知らされていないため、期待だ
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けさせて、突き落とす結果でした。ちなみに私は妻と応募し、運良く男⼦ゴルフと⼥⼦バレーボールが当たり
ました。今回の騒動で思い出すのが、2002年サッカー⽇韓W杯です。私は⽇本VSチュニジア戦を⾒に⾏きま
した。驚いたことにチケットは完売と発表されたのにスタンドは空席だらけだったことです。後にＦＩＦＡ
のミスであることが判明しましたが、東京五輪が同じことにならなければいいのですが・・・。（野⼝）

「育休復帰、即転勤」⼤炎上
〜カネカのパタハラ問題〜

東証1部の化学メーカー、
カネカが育休を取った元社員
に対し、育休明け直後に転勤
を命じたことが⼤反響を巻き
起こしています。カネカは⾃
社サイトで「当社の対応は適切だった」と説明してい
ますが、パタハラだとネットで⼤炎上、内定辞退者続
出や株価急落まで影響が及んでいます。

パタハラとは、パタニティ・ハラスメントの略です。
パタニティとは、⽗性の意味で、男性社員の育児休業
制度等の利⽤に関して、上司・同僚からのいやがらせ
を指します。
------------------------------------------------------
■経緯

夫婦共働きで2歳と0歳の⼦育て中の男性社員が、育
休明けに転勤を命じられた。会社に転勤の延期などの
交渉をしたものの聞き⼊れられず、退職を決意して専
業主夫に。妻による告発ツイートが瞬く間に広がった。
○妻がツイート
「夫が育休から復帰後2⽇で、関⻄への転勤辞令が出
た。引っ越したばかりで⼦どもは来⽉⼊園。何もかも
ありえない。不当すぎるーー。」
○今年1⽉に⻑⼥が⽣まれ、夫は4⽉22⽇に復帰
○新居に引っ越したばかり
○復帰翌⽇の4⽉23⽇に5⽉16⽇付けで関⻄への転勤

の辞令発令
○１、2ヶ⽉先延ばしを願い出るも却下
○会社から退職⽇を⼀⽅的に通告され、有給休暇申請

も通らないまま退職
○妻は5⽉に復職予定だった
○5⽉31⽇付でやむなく退職
-------------------------------------------------------
■カネカの対応

カネカは社内調査の結果を6⽉6⽇に発表しました。
「法的には問題ない」、弁護⼠を⼊れて適正に調査し
たとしています。それがかえって⼈々の感情を逆なで
し、いっそう⽕に油を注ぐ事態となってしまいました。
ただ昔から、家を買ったら即転勤になった、保育園が
決まったら即転勤といった話はありました。


